
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 本日、長野県人事委員会は、県議会議長及び知事に対して職員の給与等に関する報告及

び勧告を行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※ 関係資料は、長野県ウェブサイトでご覧いただけます。 

   （資料）給与等に関する報告及び勧告 
 

 

 

（問合せ先） 
担 当 人事委員会事務局 審査給与係 

小山、下倉 
電 話  026-235-7466（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 4236～4238 
F A X  026-235-7492 
E-mail jin@pref.nagano.lg.jp 

長野県（人事委員会事務局）プレスリリース  令和６年（2024 年）10 月 16 日 

 

【本年の報告及び勧告のポイント】 
 
①  令和６年４月の民間給与との比較による給与改定  【令和６年４月から実施】 

＜３年連続で月例給、特別給（ボーナス）ともに引上げ＞              

・ 民間給与との較差（2.62％）を解消するため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、

全ての級・号俸の給料月額を引上げ 

・ 特別給（ボーナス）の年間支給月数を引上げ（0.10月分） 

 

②  社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート） 

【令和７年４月から実施】 

・ 初任給や若年層の給料月額を大幅に引上げ（①において先行実施） 

・ 職務や職責をより重視した給料体系の整備 

・ 扶養手当について、配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を引上げ 

・ 通勤手当について、支給限度額を引上げ。新幹線等の利用に係る通勤時間の短縮要

件を廃止 

 

職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました 

https://www.pref.nagano.lg.jp/jinjii/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jin/kyuyo/r6kankoku.html

